
   十日町市大学生等通学定期代補助金交付要綱 

令和７年８月１日 

十日町市告示第161号 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、若者の定住促進及び大学生等並びにその保護者の経済的負担

の軽減を図ることを目的として、十日町市から鉄道等の公共交通機関（以下「公

共交通機関」という。）を利用して通学する大学生等に対し、予算の範囲内で大

学生等通学定期代補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その

交付に関しては、十日町市補助金等交付規則（平成17年十日町市規則第64号）に

定めるもののほか、この告示の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 (1) 通学定期券 通学のために購入する公共交通機関の定期券で、合理的な経路

及び方法によるものをいう。 

 (2) 大学等 次に掲げる教育施設をいう。 

  ア 学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する大学、大学院、短期大学、

専修学校（専門課程に限る。）及び高等専門学校 

  イ アに準じて市長が特に必要と認める教育施設 

 (3) 大学生等 大学等に在籍する学生（高等専門学校の学生にあっては、４学年

以上の者に限る。） 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、市内に

住所を有する通学定期券を利用して通学する大学生等（以下「通学生」という。）

又は通学生の保護者であって、次の各号に掲げる要件の全て満たす者とする。た

だし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

 (1) 大学生等が補助金の交付を申請する年度の４月１日現在で、18歳以上26歳未

満であること。 

 (2) 大学生等及びその保護者が属する世帯の世帯員に市税の滞納がないこと。 

 (3) 通学定期券の購入に要する経費に対して他の補助金の交付を受けていないこ

と。 

 (4) 十日町市暴力団排除条例（平成24年十日町市条例第４号）第２条第１号の暴

力団又は同条第２号の暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない

こと。 

 （補助対象経費等） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、当

該年度の通学定期券の購入に要する経費（大学等の正規の修業年限内の期間に限



る。）であって、市長が認めるものとする。 

２ 補助金の交付の対象となる期間（以下「対象期間」という。）は、当該年度の

４月１日から翌年の３月31日までとする。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費に100分の20を乗じて得た額とし、その額に

1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。ただし、その額

が６万円を超えるときは、６万円とする。 

 （交付申請及び実績報告） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、十日町

市大学生等通学定期代補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に次に掲げ

る書類を添えて、当該年度の３月31日までに市長に提出しなければならない。こ

の場合において、当該対象期間分をまとめて提出するものとする。 

 (1) 学生証等の写し（大学等に在学していることが証明できる書類） 

 (2) 対象期間に利用した通学定期券又は通学に要する経費を明らかにする書類の

写し 

 (3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定及び額の確定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助

金を交付することが適当と認めるときは、十日町市大学生等通学定期代補助金交

付決定通知書兼額の確定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとす

る。 

２ 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが適当でないと

認めるときは、その旨の決定をし、前条の規定による申請をした申請者に対し、

その理由を付してその旨を通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第８条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた者（以下「交付決定者」

という。）は、十日町市大学生等通学定期代補助金請求書（様式第３号）に次に

掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (1) 振込口座の通帳の写し 

 (2) 前号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付） 

第９条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、速や

かに補助金を交付するものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第９条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、十日町市大

学生等通学定期代補助金交付決定取消通知書（様式第４号）により、当該交付決

定者に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 



 (1) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受けたとき。 

 (2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。 

 （補助金の返還） 

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した

場合において、既に補助金の交付を受けた者に対し、十日町市大学生等通学定期

代補助金返還請求書（様式第５号）により、既に交付した補助金について、期限

を定めて、補助金の全額又は一部を返還させることができる。 

 （関係書類の保存） 

第11条 補助金の交付を受けた交付決定者は、交付に関する書類、関係帳簿等を補

助金の交付を受けた日から起算して５年を経過する日まで保存しなければならな

い。 

 （その他） 

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の十日市大学生等通学定期代補助金交付要綱の規定は、

この告示の施行の日以後に申請を行う補助事業に係る補助金に適用し、同日前に

申請を行う補助事業に係る補助金については、なお従前の例による。 


